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京都府中小企業地球温暖化対策応援事業費補助事業
（ＫＥＳ認証普及促進事業）

～平成２１年度実施要領～

京都府では 「京都府地球温暖化対策条例 （以下「条例」という ）を施行し、、 」 。
ＣＯ をはじめとした温室効果ガス１０％削減に向け、幅広い対策を進めております。２

このうち、産業部門のＣＯ １０％削減目標達成に向け、中小企業の地球温暖化２

対策を総合的に促進するため、府内の中小企業者が環境マネジメントシステム（Ｋ
ＥＳ(ステップ２)）の導入に対して支援を行うものです。

Ⅰ．事業の概要

１ 目的
中小企業の地球温暖化対策を総合的に促進するため、府内の中小企業者が環境マ

ネジメントシステム（ＫＥＳ(ステップ２)）を導入する事業に要する経費の一部を
助成します。

２ 応募資格等
京都府内に工場・事業所を有する中小事業者のうち、次に掲げる要件をすべて満

たす者とします。
(1) 条例第18条第１項の特定事業者（事業者排出量削減計画書の提出義務対象

事業者）でないこと。
(2) 環境物品等の購入等の推進を図るための方針（グリーン調達方針）を策定し

ている事業者であること（補助事業年度内に策定する者を含みます 。。）

３ 補助対象事業
ＫＥＳ・環境マネジメントシステム・スタンダード（ステップ２に限る。以下

「ＫＥＳ」という ）の認証取得。
留意点

＊ 他の公的機関等の補助制度の適用を受けている場合は、当該補助事業の対象
にはなりません。

４ 補助内容
(1) 補助対象経費： 下表を参照
(2) 補助率 ： 補助対象経費の１／３以内
(3) 補助金限度額： 100千円
(4) 予算総額 ：3,000千円

表： 補助対象経費
経費区分 内 容

１ 新規審査料 ＫＥＳ取得に際しての新規審査料
２ コンサルタント料 ＫＥＳ新規取得に際してのコンサルタント料

留意点
※ 下記実施期間中に実施した新規審査及びコンサルタントが補助対象となります。
※ コンサルタント料のみの申請はできません （新規審査料のみを申請するこ。

とは可能です ）。
※ ＫＥＳ新規登録を下記期間中に完了しない場合は補助対象外となります。

５ 補助事業の実施期間
補助金交付決定日から２２年３月１０日(水)まで
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Ⅱ．補助フロー

【コンサルタント料及び新規審査料を申請する場合】

補助金交付申請
※ コンサルタントを開始した後の交付申請は補助対象外となります。

↓
↓受付・審査（概ね２週間）
↓

補助金交付決定
※ 京都府より補助金交付決定通知書が送付されます。

↓
事業実施の開始

（１）コンサルタントの開始
※ 京都府の交付決定日以降にコンサルタントを開始してください

（交付決定日以前にコンサルタントを開始した場合には補助対象外となります）
↓

（２）コンサルタントの終了・新規審査の実施
※ 特に届出等は不要

↓
（３）新規審査の終了

↓
（４）ＫＥＳ登録

※補助事業の変更、中止等に際しては事前に申請が必要
事業実施の終了

↓
報 告 書 提 出

※ 事業実施の終了（ＫＥＳ登録）後、速やかに報告書を提出してください
報告書はＫＥＳ登録後、３０日以内又は補助対象年度の３月１０日のい
ずれか早い日までに報告書を提出してください。
↓
↓受付・審査（概ね２週間）
↓

補助金確定通知
※ 京都府より補助金確定通知書が送付されます。

↓
↓受付・審査（概ね１ヶ月）
↓

補助金の交付
※ 指定口座に補助金を振込みします。
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【新規審査料のみを申請する場合】

補助金交付申請
※ 新規審査を実施した後の交付申請は補助対象外となります。

↓
↓受付・審査（概ね２週間）
↓

補助金交付決定
※ 京都府より補助金交付決定通知書が送付されます。

↓
事業実施の開始

（１）新規審査の実施
↓

（２）新規審査の終了
↓

（３）ＫＥＳ登録
※補助事業の変更、中止等に際しては事前に申請が必要

事業実施の終了
↓

報 告 書 提 出
※ 事業実施の終了（ＫＥＳ登録）後、速やかに報告書を提出してください

報告書はＫＥＳ登録後、３０日以内又は補助対象年度の３月１０日のい
ずれか早い日までに報告書を提出してください。
↓
↓受付・審査（概ね２週間）
↓

補助金確定通知
※ 京都府より補助金確定通知書が送付されます。

↓
↓受付・審査（概ね１ヶ月）
↓

補助金の交付
※ 指定口座に補助金を振込みします。
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Ⅲ．補助金交付申請

１ 申請期間
平成２１年４月１日(水)から平成２２年２月２８日(日)まで
（ただし、補助金総額が予算総額を超えない限り、先着順に受付）

２ 申請書類等
(1) 提出書類（各１部）

○交付申請書（第１号様式）
○事業計画書（第１号様式 別紙１）
○経費内訳書（第１号様式 別紙２）
○申請者の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書（法人の場合 、住民票の写し）

（個人の場合）
○申請者の事業内容のわかるもの（会社パンフレット等、応募者の業務概要の

説明資料。様式任意）
○補助対象経費の内訳が記載された見積書の写し

なお、申請書類の様式等は、京都府ホームページからダウンロードが可能です。
http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/1239351647181.html

(2) 用紙の大きさ等
、 。 、 、提出書類の用紙は A4版とします ただし パンフレット類等については

既存のものを活用しても構いません。

(3) 提出方法
京都府文化環境部地球温暖化対策課まで郵送又は持参してください。

(4) 提出先及び問い合わせ先
京都府文化環境部地球温暖化対策課 推進担当
〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁第２号館２階
TEL 075-414-4831 FAX 075-414-4705

３ 注意事項
(1) 提出書類に不備が有る場合は、審査対象とならないことがありますので、ご

注意ください。
、 。 、(2) 提出書類については 審査等一連の業務遂行のためのみに利用します なお

提出いただいた書類は、原則として返却いたしません。

Ⅳ．交付決定

１ 補助金の交付決定
府は、申請書の審査を行い、補助金の交付決定を行い、郵送にて通知します。

２ 補助事業の変更、中止等
補助事業の交付決定後、事情により事業実施が変更、中止となった場合は、別に

定める様式（様式第２号、第３号）で申請を提出する必要があります。詳しくは、
御相談ください。
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Ⅴ．報告書の提出

１ 提出期限
補助事業実施者は、補助事業が完了したときは、事業終了後３０日以内又は補助

対象年度の３月１０日のいずれか早い日までに実績報告書（様式第４号、別紙１及
び別紙２）を府あてに提出していただきます。

２ 提出書類等
(1) 提出書類（各１部）

○実績報告書（第４号様式）
○事業実績書（第４号様式 別紙１）
○経費所要額精算書（第４号様式 別紙２）
○ＫＥＳ(ステップ２)登録証の写し（Ａ４に縮小コピーしたもの）
○補助対象経費の内訳が記載された請求書及び領収書の写し
○ＫＥＳ(ステップ２)マニュアル
○グリーン調達指針の写し

※グリーン調達方針の内容がKES(ステップ２)の環境宣言に盛り込まれ
ている場合は不要

なお、申請書類の様式等は、京都府ホームページからダウンロードが可能です。
http://www.pref.kyoto.jp/tikyu/1239351647181.html

(2) 用紙の大きさ等
提出書類の用紙は、A4版とします。

(3) 提出方法
京都府文化環境部地球温暖化対策課まで郵送又は持参してください。
（郵送の場合は、提出期限必着）

(4) 提出先及び問い合わせ先
京都府文化環境部地球温暖化対策課 推進担当
〒602-8570

京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 京都府庁第２号館２階
TEL 075-414-4831 FAX 075-414-4705

３ 補助金額の確定
府は、報告書の審査を行い、補助金額の確定を行い、郵送にて通知します。

Ⅵ．補助金の支払い等

補助金の支払いは、実績報告を確認した上で行います。
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Ⅶ．公開等

補助事業に採択された場合、事業者名等を京都府のホームページ等に掲載する場
合がありますので、御了承ください。

Ⅷ．その他

補助事業者は、次のことを守らなければなりません。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない見込みになった場合、又は補助事業の

遂行が困難になった場合においては、速やかに府に報告し、その指示を受ける
こと。

(2) 補助事業に係る経費について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理
し、当該補助事業の完了の日から起算して５年を経過する日の属する年度の末
日まで保存すること。

、 、(3) 次のいずれかに該当する場合には 交付した補助金の一部又は全部について
加算金を含めて府に返還すること。

① 補助事業者が補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
② その他「補助金等の交付に関する規則 「補助金交付要綱」等に違反」、

した場合


